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保
育
待
機
児
童
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て

い
る
な
か
、
正
確
な
待
機
児
童
数
の
把
握
が
行
な
わ

れ
て
い
な
い
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

待
機
児
童
の
数
え
方
は
、
自
治
体
毎
の
解
釈
が
行

な
わ
れ
、
事
実
上
、
自
治
体
に
判
断
が
委
ね
ら
れ
て

い
る
状
況
で
す
。
例
え
ば
、
保
育
園
に
入
れ
ず
、
預

け
先
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
に
「
育
児
休
暇
を
延
長

す
る
」「
仕
事
を
辞
め
る
」「
内
定
し
た
仕
事
を
辞
退

す
る
」
「
遠
方
の
親
（
祖
父
母
）
に
子
ど
も
を
預
け

る
」
な
ど
の
事
例
に
対
し
、
待
機
児
童
と
カ
ウ
ン
ト

す
る
か
ど
う
か
は
、
自
治
体
毎
に
判
断
さ
れ
ま
す
。

 
 

 
四
月
三
十
日
、
保
育
待
機
児
童
の
定
義
の
改
善
、

認
可
保
育
園
に
入
所
出
来
な
か
っ
た
児
童
の
追
跡

調
査
、
待
機
児
童
解
消
の
た
め
の
認
可
保
育
園
の
抜

本
的
な
拡
充
、
区
内
公
有
地
の
活
用
を
求
め
て
、
杉

並
区
長
・
杉
並
区
保
育
課
に
対
し
、
申
し
入
れ
を
行

な
い
ま
し
た
。

◆待機児童数の定義 「旧基準と新基準」 
 

今回の待機児童数の把握が正確に行なわれな

い状況は、国の基準が曖昧になった（旧基準から

新基準に移行した）ことに由来します。 
 

旧基準 認可保育園に入園を申し込んでも入れな

い児童を待機児童と定義 
 

新基準 2001 年より、認可外保育施設に預けてい

る児童は、場合によっては待機児童と数

えないように定義 
 

◆旧基準に戻すよう一貫して追求 
 

新基準となり、自治体毎に待機児童数の把握が

ばらつき、正確な実態把握ができなくなりまし

た。この間、日本共産党は、待機児童の基準を旧

基準に戻すよう、再三求めてきました。多くの保

育関係者・保護者からも同様の声が寄せられてい

ます。 

先
の
第
一
回
定
例
会
で
は
、
党
区
議
団
は
他
自
治

体
へ
の
聞
き
取
り
を
元
に
、
待
機
児
童
数
の
把
握
に

つ
い
て
、
問
題
を
指
摘
し
ま
し
た
。 

 

杉
並
区
側
は
〝
新
基

準
に
基
づ
い
て
い
る
〟

と
の
答
弁
を
繰
り
返
し
、

正
確
な
実
態
把
握
に
消

極
的
な
姿
勢
で
し
た
。 

し
か
し
、
待
機
児
童
数

の
数
え
方
に
つ
い
て
は
、

東
京
新
聞
朝
刊
（
二
十
六

日
付
）
で
も
大
き
く
報
道

さ
れ
、
大
き
な
問
題
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
、
他
自
治
体
と
比
較
す
る
と
、
杉
並
区
の

待
機
児
童
数
の
数
え
方
は
、
多
く
の
問
題
が
あ
る
こ

と
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

他
自
治
体
で
は
待
機
児
童
と
カ
ウ
ン
ト
し
て
い

る
多
く
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
杉
並
区
で
は
待
機
児

童
と
把
握
し
て
い
ま
せ
ん
。
現
在
の
待
機
児
童
数

は
、
実
態
を
正
確
に
反
映
し
て
い
な
い
こ
と
に
な

り
、
問
題
を
矮
小
化
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

申
し
入
れ
全
文
は
裏
面



 
 
 杉並区の待機児童保護者がおこした集団異議申

し立ての行動は、いま全国に広がっています。保育

園にあずけられないと働けない、働かないと保育園

にあずけられない。この矛盾にたいしては待機児童

の親だけでなく、多くの区民が怒りの声を上げてい

ます。 
党区議団は区議会において、こうした声に区が適

切にこたえていくべきと指摘し、認可保育所の抜本

的な増設計画を求めてきましたが、その質疑のなか

では待機児童の定義についても改善を求めてきま

した。党区議団は保育待機児童の定義は旧基準（認

可保育所に入園できなかったすべての児童を待機

児童とする）に戻すべきと主張し、新基準において

も待機児童の実態を把握できるよう定義の改善を

求めてきました。4/26 付の東京新聞一面で待機児童

の定義について 23 区や周辺自治体の調査結果が報

道されましたが、杉並区は待機児童数の定義が他区

に比べて狭く規定されており、実態を反映しにくい

状態にあることが調査結果として浮き彫りになり

ました。 
 日本共産党杉並区議団は正確な待機児童の把握

とそれに応じた認可保育所の増設による待機児童

解消を求めて以下に要望します。 
 
① 保育待機児童数の定義について実態を把握でき

る内容に改善すること。 
② 認可保育所入園の選考にもれた児童や家庭のそ

の後の状況を悉皆調査し、結果を公表すること。 
③ 切迫した状況を打開するためにも直営あるいは

社会福祉法人による認可保育所の増設計画を緊

急に整備すること。緊急対応としての認可外保

育所増設についても認可基準を維持すること。 
④ 整備計画にあたっては「安心子ども基金」など

各種補助金の活用や、区内国公有地の活用ある

いは購入によって早期の待機児解消に努めるこ

と。 
以上
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 荻窪消防団操法大会は 6 月 9 日 
訓練にも熱が入ります！ 

 

操法大会の開催日が決定しました。大会

に向けて、第三分団一丸となって訓練に励

んでいます。私もホースと筒先（10 キロ程

度）を担いで全力疾走するため、筋肉痛の

日々です（笑）鈍っていた体が鍛えられて

いきます。 
地域の防災力向上に向けて頑張ります！

党都議団の要・吉田信夫都議会議員について、私（山

田耕平）の立場から紹介していきたいと思います。 

第一回は、「仕事に取り組む姿勢」についてです。

私も一期目の新人議員として、見習うべきことが沢山

あります。ある事例を紹介します。 

 
 

先日、地域の知人から、「青梅街道の路面が荒れて

おり、振動が酷い。何とかならないものか？」との

相談を受けました。 

青梅街道は都道のため、吉田都議に相談したとこ

ろ、翌日には現地を確認し、周辺住民への聞き取り。

即座に、東京都に改善を要請。 

その後、数日で都からの回答があり 

① 青梅街道の環八以西７２０ｍ程を舗装工事する 

② 期間は、７月～９月頃に工事発注を行ない、秋頃

から工事着工の予定 （詳細はニュース上に掲載します）

とのことでした。都側も問題を把握しており、速や

かな舗装工事決定となりました。この「フットワー

クの軽さ」は議員活動には必要不可欠です。 

実
は
、
消
防
用
の
ホ
ー
ス
は
結

構
重
い
も
の
で
、
持
ち
運
ぶ
の

に
も
力
が
必
要
で
す
。
学
生
プ

ロ
レ
ス
で
鍛
え
た
足
腰
が
役
立

っ
て
い
ま
す
。
全
力
疾
走
中
。 

放
水
中
の
水
圧
も
非
常

に
高
く
、
全
身
で
抑
え

な
い
と
飛
ば
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。 


